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池田市立市民活動交流センター指定管理者募集要項 

１ 目 的 

   池田市立市民活動交流センター（以下「センター」という。）は、公益活動（令和４

年４月１日施行後の池田市公益活動促進に関する条例第２条第２号に規定する公益活

動をいう。以下同じ。）その他市民（池田市みんなでつくるまちの基本条例第２条第２

号に規定する市民をいう。以下同じ。）の多様な活動を促進し、並びに幅広い世代の市

民が集い、及び交流するため、令和４年６月に開設予定の施設です。 

   センターを効率的かつ効果的に管理運営する指定管理者を公募するため、その内容

について定めるものとします。 

２ 指定管理者の指定 

   応募者の中から、池田市立市民活動交流センター指定管理者選定・評価委員会（以下

「選定委員会」という。）において指定管理者の候補者を選定し、市議会の議決を経て

指定管理者を指定するものとします。 

３ 公の施設の概要 

（１）名   称  池田市立市民活動交流センター 

（２）所 在 地  池田市新町１番８号 

（３）建物の概要  構  造  鉄筋コンクリート造 ４階建 

敷地面積  ３５８．７３㎡ 

          建築面積  ２８３．０３㎡ 

          延床面積  １，０９５．８９㎡ 

                （内、しごと相談・支援センター部分１３．３０㎡は

指定管理の対象範囲から除きます。） 

          施設内容  １Ｆ 事務室・相談室・ロッカー室・印刷室 他 

２Ｆ フリースペース･キッズスペース･小会議室 1 他 

３Ｆ 多目的室 1～3 他 

４Ｆ 大会議室・中会議室・小会議室 2 他 

（４）平 面 図 等  別紙１ 

４ 管理に当たっての条件 

（１）管理の基本的な考え方 

   センターは、貸館業務のみならず市民の公益活動を支援する施設として、その管理運

営にあっては、公益活動を促進するために必要なコーディネート能力や助言及び応談

能力など高い専門性を有する人材の確保と能力向上に努め、公平で安定かつ継続して
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効果的、効率的に実施してください。 

（２）業務内容及びその履行方法等 

① 業務内容 

 ア 会議室、多目的室、メールボックス、ロッカーの使用に係る申込受付、使用の許可

及び取消しに関する業務 

イ 印刷室の設備の提供及び備品の貸出に関する業務 

ウ センターの日常点検（日常的な清掃や植栽管理を含む。）、市備品の管理、備消耗品

の補充などの維持管理に関する業務 

エ 公益活動及び公益活動を行うものに係る情報の収集及び提供に関する業務 

オ 公益活動に係る助言、相談及びオンライン対応等の支援に関する業務 

カ 市民協働（令和４年４月１日施行後の池田市公益活動促進に関する条例第２条第

４号に規定する市民協働をいう。）の推進に関する業務 

キ 公益活動に係る講座、研修の開催及び人材育成に関する業務 

ク 公益活動に係る調査研究、広報及び普及啓発に関する業務 

ケ 自治会等地域団体への助言及び相談等の支援に関する業務 

コ 特定非営利活動法人の設立相談等の支援に関する業務 

サ 前に掲げるもののほか、施設の設置目的を達成するために必要な事業に関する事

務のうち、市長が必要と認める業務 

 ② 履行方法 

  ア 個人情報の取扱 

指定管理者は、センターの管理運営に係る個人情報の取扱いについて、個人情報の

保護に関する法律、池田市個人情報保護条例、その他個人情報の保護に関する全ての

関係諸法令を遵守しなければなりません。 

イ 情報公開への対応 

指定管理者は、池田市情報公開条例の趣旨に則り、指定管理者が保有する情報（当

該管理の業務に係るものに限る）の公開について、市に協力するとともに、自らも施

設の利用状況や業務に係る経理状況等の積極的な情報の公開に努めてください。 

ウ 環境への配慮 

指定管理者は、池田市新環境基本計画に基づき、環境に配慮した運営に努めてくだ

さい。また、センターから発生する廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律、池田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例に基づき、適正に処理し、廃棄物

の減量に努めてください。 

エ 防災・安全対策の実施及び非常時の危機管理体制の確立 

指定管理者は、消防法施行令に定める防火管理者の資格を有する者をセンターの

防火管理者として定め、法令等に基づき消防設備の点検、消防訓練を実施するなど、

利用者の安全を確保するため、適切な防災・安全対策を講じてください。 
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また、地震などの災害や事件などの危機事象発生時において、市をはじめ警察・消

防等と連携をとり、適切に対応できるよう、危機管理マニュアルを整備するなど、危

機管理体制を確立してください。 

    なおセンターは、災害時等に避難場所として指定される可能性があります。避難場

所開設時は、市との連絡調整のもと緊急避難者への対応を含め適切な危機管理対応

に努めてください。 

オ 平等利用の確保 

  センターは地方自治法第２４４条に定める公の施設です。その管理運営にあたっ

ては住民の平等利用の確保が求められます。指定管理者は、国籍、文化的背景、性別、

性的指向、性自認、年齢、障がいの有無等による不当な差別をしてはならず、公共性、

公平性、公正性を常に意識して業務を遂行してください。 

指定管理者は、業務に従事する者が正しい知識をもって業務を遂行できるよう、人

権啓発や接遇向上等の研修を適宜実施してください。 

カ アンケートの実施 

指定管理者は、センター利用者に対し利用に関するアンケート調査を随時実施し、

利用者の意見を管理運営に反映させサービスの向上に努めてください。 

キ 労働関係法令の遵守 

指定管理者は、労働基準法、労働安全衛生法その他労働関係法令を遵守し、また、

雇用・労働条件への適切な配慮を行い、労働災害の防止に努めてください。 

ク 市が実施する事業への協力 

市（教育委員会を含む）の主催・共催・後援事業、並びに市があらかじめ指定する

事業を実施する場合は、会場の優先確保など、支援・協力を積極的に行ってください。 

ケ 研修の受講 

    指定管理者が業務内容を確実に履行するために必要であると市が判断した場合、

指定管理者は、市が指定する中間支援機能強化等に関する研修について受講するこ

ととします。 

③ 市への提出 

 ア 事業計画書及び収支計画書の提出 

   指定管理者は、年度ごとに事業計画書及び収支計画書を作成し、市に提出してくだ

さい。 

 イ 事業報告書及び収支報告書の提出 

   指定管理者は、毎会計年度終了後３０日以内に、施設の管理運営に関する次に掲げ

る事項を記載した事業報告書及び収支報告書を作成し、市に提出してください。 

   ・業務の実施状況 

   ・施設の利用状況 

   ・業務に関する経理の状況 



- 4 - 

   ・その他、市長が必要と認めるもの 

 ウ 管理月報の提出 

   指定管理者は、管理日報を作成し、整理、保管してください。 

   また、次に掲げる事項を記載した管理月報を作成し、市に提出してください。 

   ・施設管理状況 

   ・公益活動に係る業務実施状況 

   ・施設管理従事者状況 

（３）指定期間 

  令和４年６月１日から令和９年３月３１日まで（４年１０カ月） 

（４）管理基準 

 ① 開館時間 

   午前９時から午後９時３０分まで 

 ② 休館日 

  ア 月曜日 

  イ １２月２９日から翌年１月３日まで 

  ウ 市長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館時間及び休館日を変更するこ

とができる。 

 ③ 関係法令等の遵守 

   センターの管理運営を行うにあたっては、使用者の利便性を十分に考慮するととも

に、以下の法令等を遵守してください。 

  ア 地方自治法 

  イ 池田市立市民活動交流センター条例、同施行規則 

  ウ 池田市公益活動促進に関する条例、同施行規則 

  エ 池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例、同施行規則 

  オ 池田市情報公開条例、同施行規則 

  カ 池田市個人情報保護条例、同施行規則 

  キ 池田市行政手続条例 

  ク 消防法その他関連法規・通知・要綱等 

ケ 労働基準法、労働安全衛生法、その他労働関係法令 

  コ その他関連法規・通知・要綱等 

④ 自主事業 

  指定管理者は、本施設の設置目的を効果的に達成するために、自主事業を企画、立案

し、市の承認を得た上で事業を行うことが可能です。 

  なお、事業の実施にあたっては、一般の利用を妨げることのないよう配慮してくださ

い。 

⑤ 管理業務の一括委託等の禁止 
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 ア すべての業務を一括して再委託することはできません。 

 イ 重要な部分（指定管理者のノウハウを生かすべき業務など）を再委託することはで

きません。 

 ウ 個別の業務の再委託には市の承諾が必要です。 

⑥ 守秘義務について 

  指定管理者の役員及び職員又はこれに準ずる者（アルバイト、パート等を含む）が、

管理の業務に関して知り得た情報は、指定期間中はもちろんのこと、指定期間の終了後

も第三者に漏らしたり、自己の利益のために使用してはなりません。 

（５）管理運営業務体制 

 ① センターの管理運営全体を統括する常勤の責任者（センター長）を配置してください。 

 ② センターの管理運営に支障が無いよう、必要十分な人員を配置してください。 

（６）管理運営経費等 

 ① 必要な経費 

指定管理業務に必要な経費（以下「指定管理料」という。）は、事業計画書において

提示のあった金額に基づき、予算を執行する一定期間（令和４年度においては６月１日

から翌年の３月３１日まで、令和５年度以降においては４月１日から翌年の３月３１

日まで。）毎に予算額の範囲内で市と指定管理者が協議し、協定書に定めるものとしま

す。 

 ② 指定管理料の支払 

   指定管理料の支払い時期、支払い方法等は市と指定管理者が協議し、協定書に定める

ものとします。 

 ③ 市が負担する経費 

   ア 法定点検（消防用設備保守点検・防火対象物定期点検報告・自家用電気工作物保

守点検・昇降機設備保守点検・空調設備保守点検）に係る費用 

   イ 遊具（ボルダリングウォール）の保守点検に係る費用 

   ウ 自動ドアの保守点検に係る費用 

   エ 自動販売機の設置に係る費用 

   オ 印刷機（利用者用）の設置及び保守点検に係る費用 

   カ 複合機（利用者用）の設置及び保守点検に係る費用 

   キ 公衆無線ＬＡＮ（利用者用）の提供に係る費用 

   ク 閉館時の防犯サービス、２４時間の火災監視サービス、設備制御サービス、設備

監視システムに係る費用 

   ケ 定期清掃に係る費用 

   コ 電気代・上下水道代・ＴＶ視聴料・電話代 

 ④ 指定管理者が負担する経費 

   ア ウォーターサーバ（利用者用）の設置及び管理に係る費用（電気代を除く。） 
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   イ 備消耗品（清掃用品・消毒液・医薬品・電球・トイレットペーパー・ホワイトボ

ードマーカー等）の補充に係る費用 

５ 応募資格及び応募条件 

（１）池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第４条に定める指定管理者の

資格に抵触しないこと。 

   同条例第４条抜粋 

（指定管理者の資格） 

第４条 次の各号のいずれかに該当する団体は､指定管理者となることができない。 

  （１）破産法（平成１６年法律第７５号）第２条第４項に規定する破産者   

  （２）第１３条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して３年

を経過しない団体 

  （３）役員又はこれに準ずる者（以下「役員等」という。）のうちに次のいずれかに該

当する者がある団体 

   ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

   イ 指定管理者が第１３条の規定により指定を取り消された場合において、その取

消しの日前３０日以内に役員等であった者でその取消しの日から３年を経過し

ないもの 

   ウ 心身の故障により管理の業務を行うに当たって必要となる認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことができない者 

   エ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな

った日から起算して３年を経過しない者

（２）国税及び地方税を滞納していないこと。 

（３）選定委員会の委員と応募団体が利害関係を有していないこと。 

（４）誓約書（池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例及び池田市暴力団の排

除に関する条例第１２条に基づく様式）が提出されていること。 

６ 指定管理開始までのスケジュール（予定） 

申請書等配布期間 令和３年９月１日（水）～１０月１５日（金） 

施設説明会 令和３年９月７日（火） 

質疑受付期間 令和３年９月８日（水）～１０月４日（月） 

質疑回答期間 令和３年１０月８日（金） 

公募（申請受付）期間 令和３年９月１５日（水）～１０月１５日（金） 

選定委員会による審査期間 令和３年１１月上旬 

選定結果の公表及び通知 令和３年１１月中旬 
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市議会における議決 令和３年１２月議会 

指定管理の指定 令和４年１月 

指定管理期間開始 令和４年６月１日（水） 

  ※状況等により一部変更する場合があります。 

７ 申請の手続き 

（１）募集要項の配布及び申請書の提出 

 ① 募集要項の配布期間 

    令和３年９月１日（水）から令和３年１０月１５日（金）まで 

② 申請書の提出期間 

令和３年９月１５日（水）から令和３年１０月１５日（金）まで 

（池田市の休日を定める条例第１条に規定する市の休日を除く午前８時４５分か

ら午後５時１５分まで） 

 ③ 募集要項の配布場所及び申請書の提出場所 

    池田市城南１丁目１番１号 池田市役所４階 

市長公室 コミュニティ推進課 

   ※申請書類一式は、原本１部、コピー１０部をご提出ください。 

   ※募集要項は、本市ホームページからもダウンロードできます。 

 ④ 申請方法 

    持参又は郵送 

   ※申請書の提出期間内必着 

   ※郵送の場合、簡易書留で郵送してください。 

 ⑤ 説明会の実施 

  ア 開催日時 

令和３年９月７日（火） 午前１０時から 

  イ 開催場所 

池田市役所６階 第４会議室 

  ウ 参加申込 

説明会に参加を希望する団体は、「説明会参加申込書」（別紙２）をＦＡＸ又はメー

ルにより問合わせ先に送信してお申し込みください。電話による申込はお受けできま

せん。 

  エ 申込期限 

令和３年９月６日（月）午後５時まで 

⑥ 質疑の受付及び回答 

  ア 質疑受付期間 

    令和３年９月８日（水）から令和３年１０月４日（月）まで（池田市の休日を定め
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る条例第１条に規定する市の休日を除く午前８時４５分から午後５時１５分まで） 

  イ 質疑回答期日 

令和３年１０月８日（金） 

ウ 質問事項の受付方法 

    募集要項に対する質問は、質問書（別紙３）に記載の上、問合せ先に持参、郵送、

ＦＡＸ、メールのいずれかで提出してください。（質疑受付期間内必着） 

※なお、応募団体からの質問とそれに対する回答についてはその全てを本市ホー

ムページで公表することとします。 

（２）提出書類 

 ① 指定管理者指定申請書（別紙４） 

 ② 上記４（２）に掲げる業務に関する事業計画書（別紙５参照） 

 ③ 令和４年度の当該施設の管理運営に関する収支予算書（令和４年６月１日～令和５

年３月３１日のもの） 

 ④ 定款、寄附行為、規約（法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類） 

 ⑤ 法人の登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、これに相当する書類） 

 ⑥ 役員（法人以外の団体にあっては､これに該当する者）の名簿 

 ⑦ 令和３年度における当該法人等の事業計画書及び予算書（法人以外の団体にあって

は､これらに相当する書類） 

 ⑧ 法人等（令和３年度に設立された法人等を除く。）の令和２年度における次の書類 

  ア 事業報告書 

  イ 損益計算書又は決算書 

  ウ 貸借対照表（法人以外の団体にあっては､これに相当する書類） 

 ⑨ 令和２年度における財産目録（令和３年度に設立された法人等は、設立時の財産目録） 

 ⑩ 組織及び運営に関する事項を記載した書類（当該事項を記載した法人等の概要書等） 

 ⑪ 誓約書（別紙６） 

 ⑫ 国税及び地方税の納税証明書（非課税の場合にあっては、それに代わる書類）（別紙

７参照） 

（３）留意事項 

① 提案について 

  応募一団体につき、提案は一案とします。複数の提案はできません。 

② 提案内容の変更 

  提出された書類の内容を変更することはできません。（錯誤等によるものとして市が 

認めた場合を除く。） 

③ 虚偽の記載 

  応募書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。 

④ 応募書類の取り扱い 
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  応募書類は理由の如何を問わず、返却しません。 

⑤ 応募の辞退 

  応募書類を提出した後に辞退する際には、辞退届（様式任意）を提出してください。 

 ⑥ 応募の費用 

応募に係る費用については応募者の負担とします。 

８ 選定方法及び選定会議 

（１）選定方法 

   選定委員会が、下記の審査基準に基づき応募書類、プレゼンテーション及びヒアリン

グによる審査を行い、指定管理者候補者と次点者を選定します。 

   なお、応募が１団体であっても選定委員会において選定し、指定管理者候補者の適否

を判断します。 

（２）審査基準 

評価項目 配点 

1 価格審査（基準価格：令和４年度 16,500,000 円） 20 

2 基本項目審査（下記のア・イ・ウ・エの項目の合計） 80 

ア 団体等に関する事項 12  

  ①施設の管理運営における業務遂行能力は十分と考えられるか 8 

  ②同規模以上の同種又は類似施設の管理運営業務の実績があるか 4 

イ 管理運営に関する事項 44  

  ③事業計画（提案含む）は、具体的な内容となっており実現可能か 12 

  ④効率的・効果的な運営への取組みが見られるか 4 

  ⑤従業員（職員）及び有資格者の配置計画は適切か 8 

  ⑥利用者ニーズの把握方法は適切であり、サービス向上が見込まれるか 4 

  ⑦市公益活動施策に則った運営を行えるか 12 

  ⑧公益活動に対する知識、理解向上のための研修計画は適切か 4 

ウ 経営・財政基盤に関する事項 12  

  ⑨収支予算（積算根拠）は明確で適切か 4 

  ⑩継続的に安定した事業を行うことは可能か 8 

エ 地域との連携（協働）に関する事項 12 

  ⑪市及び地域との連携及び公共性の担保についての考え方は適切か 8 

  ⑫利用者から改善要求があった場合の考え方は適切か 4 

3 基本項目以外の審査（下記のア・イ・ウ・エ・オの項目の合計） 24  

 ア 感染症対策、災害等緊急時の対応及び安全管理の方針 8 

 イ 情報管理の方針 4 
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 ウ 労働者の福利厚生や労働安全衛生の状況 4 

 エ 環境保護姿勢や障がい者雇用及び子育て支援等への状況 4 

 オ 社会貢献活動など付加価値的活動の状況 4 

 総合審査点 （項目１、２、３の合計） １２４点

（３）採点方法 

 ① 価格審査の採点方法 

基準価格（令和４年度 １６,５００,０００円）に対する提案価格の比率を、以下の

通り係数化し、それを価格審査の配点（２０点）に乗じて得たものを得点とします。 

  基準価格に対する提案価格の比率 価格審査の配点（２０点）にかける係数 

９０％以下 １．０ 

９０％超～９５％以下 ０．９ 

９５％超～１００％以下 ０．８ 

１００％超～１０５％以下 ０．７ 

１０５％超～１１０％以下 ０．６ 

１１０％超 失 格 

 ② 基本項目審査、基本項目以外の審査の採点方法 

   評価項目ごとに、以下の考え方で、４段階の評価点数をつけます。その上で、各評価

項目の配点に以下の評価割合を乗じて得たものを得点とします。 

   ※小数点第２位を四捨五入 

得点の考え方 評価点数（４段階） 評価割合 

優れている ３ ３／３ 

普通 ２ ２／３ 

優れているとはいえない 

（劣っている） 
１ 

１／３ 

要求内容を満たしていない ０ ０／３ 

 ③ 総合評価 

 総合評価は、選定委員会の委員が審査で採点した点数の平均（小数第２位で四捨五入）

により行い、最も高い点数を獲得したものを指定管理者候補者と、２番目に高い点数を

獲得したものを次点者とします。 

   最低基準点は、各委員の価格審査と基本項目審査の合計点数の平均が６０点以上を

満たすこととし、下回る場合は失格とします。 

   最も高い点数を獲得したものが二者以上あった場合は、くじ引きにより指定管理者

候補者及び次点者を決めるものとし、また、２番目に高い点数を獲得したものが二者以

上あった場合は、くじ引きにより次点者を決めるものとします。 

（４）事業計画書等についてのプレゼンテーション及びヒアリング 

  選定委員会において、書類審査のほか、提案があった事業計画について応募団体によ
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るプレゼンテーション及びヒアリングを実施します。 

   実施時期は令和３年１１月上旬を予定しています。詳細は応募書類提出後、応募団

体に通知します。 

（５）選定結果 

  選定委員会の選定結果については、令和３年１１月中旬に応募団体に書面で通知す

るとともに、審査結果の概要をホームページなどで公表します。 

このうち、指定管理者候補者及び次点者については、応募団体の名称も合わせて公表

します。 

（６）選定会議 

   選定委員会は５名以上の委員で組織され、手続きの公平性、透明性を担保するため、

定数の半分以上を学識経験者等外部委員で構成するものとします。 

９ 協定の締結 

（１）協定締結の方法 

   池田市と指定管理者は､池田市立市民活動交流センターの管理・運営に係る協定を

令和４年６月１日付けで書面により締結するものとします。 

（２）協定の主な内容 

① 協定期間に関する事項 

② 事業及び管理運営業務の実施内容に関する事項 

③ 市が支払うべき管理経費の額(消費税及び地方消費税の額等を記載)、支払時期及び

支払い方法に関する事項 

④ 指定管理者が実施する自主事業に係る協議に関する事項 

⑤ 施設の使用料の扱いに関する事項 

⑥ 事業報告書及び定例報告書の作成、提出に関する事項 

⑦ 再委託及び権利譲渡の禁止に関する事項 

⑧ 守秘義務、個人情報保護に関する事項 

⑨ 当該業務に係る情報公開に関する事項 

⑩ 苦情処理に関する事項 

⑪ 事故及び損害の賠償に関する事項 

⑫ 業務責任者の配置に関する事項 

⑬ 協定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

⑭ 業務内容の変更に関する事項 

⑮ 施設の維持改修及び支払い等に関する事項 

⑯ 法令等の遵守に関する事項 

⑰ 物品の所有権に関する事項 

⑱ 施設・設備の原状回復義務に関する事項 
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⑲ 業務の引継ぎに関する事項 

⑳ 災害時等の不可抗力に関する事項 

 リスク分担表に関する事項 

 改善勧告・指示等に関する事項 

 その他必要な事項 

１０ 指定管理者の履行責任 

（１）リスク管理 

指定管理者と市の事業リスク及び当該リスクに伴う費用負担は、原則としてリスク

分担表のとおりとします。ただし、この表で定める事項で疑義が生じた場合又は表に定

めのないリスクが生じた場合は、協議の上、リスク負担者を決定するものとします。 

【リスク分担表】「〇印」がリスク負担者 

種類 内容 
負担者 

市 指定管理者

金利変動 金利の変動に伴う経費増  〇 

物価変動 物価の変動に伴う経費増  〇 

資金調達 
資金調達不能による管理運営の中断  ○ 

金利の上昇等による資金調達費用の増加  ○ 

法令等変更 施設の管理運営に係る法令等の制定又は改廃 協議 

税制変更 
消費税（地方消費税含む。）率の変更 ○  

上記以外  ○ 

許認可等 

市が所得すべき許認可が取得又は更新されな

いもの 
○  

指定管理者が取得すべき許認可が取得又は更

新されないもの 
 ○ 

事業の内容の 

変更 

市による事業の内容の変更 ○  

指定管理者による事業の内容の変更  ○ 

市議会議決 議決が得られないことによる延期  ○ 

需要変動 需要の増大による管理経費の増大  ○ 

事業の中断又は

中止 

市に帰責事由の全部がある事業の中断・中止 ○  

指定管理者に帰責事由の全部がある事業の中

断・中止 
 ○ 

上記以外 協議 

施設等の損傷又

は修繕 

相手方を特定できない第三者の行為から生じ

た事故・火災等で、管理瑕疵を原因とするもの
 ○ 
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又は修繕に係る費用が一件当たり５万円（消費

税及び地方消費税を含む。）未満のもの 

相手方を特定できない第三者の行為から生じ

た事故・火災等で上記以外のもの 
○ 

指定管理者に帰責事由があるもの  ○ 

指定管理者が設置した設備及び備品  ○ 

上記以外の経年劣化によるもので修繕に係る

費用が一件当たり５万円（消費税及び地方消費

税を含む。）未満のもの 

 ○ 

上記以外の経年劣化によるもので修繕に係る

費用が一件当たり５万円（消費税及び地方消費

税を含む。）以上のもの 

○ 

第三者賠償 

市に帰責事由の全部があるもの ○  

指定管理者に帰責事由の全部があるもの  ○ 

上記以外 協議 

募集要項 募集要項の瑕疵による損失 ○  

不可抗力※１ 

不可抗力による施設・設備の復旧経費及び業務

履行不能 
○ 

不可抗力による事故時の適切な処理  ○ 

災害、その他新たに発生した感染症等、不測の

事態による管理運営の中断や対策等に要する

経費 

協議 

※１ 「不可抗力」とは、風災害、地震、地滑り、落盤、落雷、天災、戦乱、内乱、テロ、

ストライキその他の特異事象とする。 

（２）損害賠償 

   指定管理者は、故意又は過失により管理する当該施設又は設備を損傷し、又は滅失し

たときは、それによって生じた損害を池田市に賠償しなければなりません。 

（３）第三者への賠償 

   指定管理者の責めに帰すべき事由により施設利用者等第三者に損害が生じた場合、

指定管理者はその損害を賠償しなければなりません。ただし、その損害が池田市の責め

に帰すべき事由又は双方の責めに帰すことができない事由による場合は、この限りで

はありません。 

（４）保険への加入 

   指定管理者は、その管理する業務の実施にあたり、（２）、（３）の賠償責任を果たす

ため、市が加入する「全国市長会 市民総合賠償補償保険」の対象外であるものに関し

ては、適切な範囲で保険等に加入するものとします。 
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（５）業務の引継ぎ 

   指定管理者は、指定期間終了までに、次期指定管理者が円滑かつ支障無くセンターの

管理運営業務を遂行できるよう、引継ぎを行うものとします。 

   なお、業務の引継ぎに係る費用は、指定管理者の負担とします。 

（６）感染症等への対応  

   指定管理者は、施設利用者や職員の感染予防対策、利用者への安全対策など必要に応

じた対策を講じなければなりません。 

１１ その他 

（１）指定管理者が正当な理由なくして協定の締結に応じない場合は、指定管理者の議決後

においても、指定管理者の指定を取り消すことがあります。 

（２）指定管理者が協定の締結までに、事業の履行が確実でないと認められるとき又は著し

く社会的信用を損なうなどにより指定管理者として相応しくないと認められるときは、

その指定管理者の指定を取り消し、協定を締結しないことがあります。 

（３）指定管理者の指定を取り消された場合は、次点者と協議を行い、協議が整った場合

には、次点者を市議会での議決を経た後に、指定管理者に指定します。 

１２ 問合せ先 

池田市城南１丁目１番１号 池田市 市長公室 コミュニティ推進課 

電 話：（０７２）７５２－１１１１（代表）内線２９８，４６８ 

       （０７２）７５４－６６４１（直通） 

   ＦＡＸ：（０７２）７５２－９７８５ 

   メール：commu@city.ikeda.osaka.jp 
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別 紙 ２

池田市立市民活動交流センター指定管理者の申請に係る 

説明会参加申込書 

※申込期限：令和３年９月６日（月）午後５時まで 

説明会 

・日時：令和３年９月７日（火）午前１０時から 

・場所：池田市役所６階 第４会議室 

団体名  

参加者名 

電話番号  

ファックス番号  

メールアドレス  

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より、参加者は、２名まででお願いし

ます。 

上記事項をご記入の上、ＦＡＸ又はメールによりお申し込みください。電話によ

る申込は受け付けません。 

送信先 

池田市役所 市長公室 コミュニティ推進課 宛 

F A X：０７２－７５２－９７８５ 

メール：commu@city.ikeda.osaka.jp 



別 紙 ３

質   問   書 

令和３年  月  日 

所 在 地                

団 体 名                

代 表 者 氏 名                

池田市立市民活動交流センター指定管理者募集要項に関して、以下の事項について、質

問します。 

書類名・記載箇所等 質問内容 

連絡先 

    所 属 

    担当者名 

    電 話 

    F A X 

    メ ー ル 



別 紙 ４

様式第１号（第２条関係） 

池田市立市民活動交流センター指定管理者指定申請書 

年  月  日  

 （宛先）池田市長 

申請者 所在地               

名称                

代表者           印   

 池田市立市民活動交流センターの指定管理者の指定を受けたいので、池田市

立市民活動交流センター条例第６条の規定により申請します。 



別 紙 ５

池田市立市民活動交流センター

事業計画書に記載すべき事項

１．募集要項の４（２）①に記載の業務内容

２．施設の利用促進及びサービス向上のための方策

３．安定した管理運営のための組織（人員）体制

４．公益活動に関する専門知識の取得などスタッフ育成及び研修の方策

５．感染症対策、災害等緊急時の対応及び安全管理の方針

※ 募集要項４（２）②履行方法を留意の上、作成してください。

※ 指定管理期間にわたって作成してください。



別 紙 ６

別記様式（第３条関係）                                 

年   月   日 

（宛先） 

所在地                 

団体名                 

代表者氏名              

（年度協定に使用する印鑑と同一印） 

代表者の生年月日    年  月  日 

誓  約  書 

池田市立市民活動交流センターの管理に関する業務（以下「管理業務」といいます。）に係る

指定管理者の指定の申請に当たり、池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例（平成

１８年池田市条例第２４号）及び池田市暴力団の排除に関する条例（平成２３年池田市条例第２

０号）の規定に基づく池田市の求めに応じ、下記のとおり誓約します。 

記 

１ 当団体は、池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第４条各号のいずれにも該

当しません。 

２ 当団体は、池田市暴力団の排除に関する条例第２条第１号に規定する暴力団（以下単に「暴

力団」といいます。）に該当しません。 

３ 当団体の役員、職員等（以下「役職員等」といいます。）は、池田市暴力団の排除に関する

条例第２条第２号に規定する暴力団員（以下単に「暴力団員」といいます。）又は同条第３号

に規定する暴力団密接関係者（以下単に「暴力団密接関係者」といいます。）に該当せず、か

つ、将来にわたっても該当しません。 

４ 池田市から役員名簿又はこれに準ずる書類（以下「役員名簿等」といいます。）の提出を求

められたときは、速やかに提出するとともに、池田市が大阪府警察池田警察署、大阪府警察本

部等（以下「警察」といいます。）から要請を受けたときは、池田市が当該役員名簿等を警察

に提供することに同意します。 

５ 当団体又は役職員等が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると警察から池田市

へ報告があった場合又は池田市の調査により判明した場合は、池田市がその旨を公表すること

について異議を述べません。 

６ 管理業務の一部を第三者に委託する場合は、委託先が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係

者に該当することのないよう管理及び監督をします。また、物品の購入等における契約相手方

が暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当することのないよう留意します。 

７ 本誓約書における虚偽の誓約が池田市指定管理者による公の施設の管理に関する条例第１３

条第２項第８号に規定する不正な手段に該当し、指定管理者の指定を取り消されることについ

て異議を述べません。 

以上 
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申請時に提出する納税証明書について

◆ 法人税・消費税の納税証明書

・ 法人の場合は、税務署発行の「法人税と消費税及び地方消費税」につい

て未納の税額がないことを証明する、納税証明書を提出すること。

・ 非課税の場合は、非課税証明書を提出すること。

・ 証明書は、申請書提出時の３ヵ月以内に発行されたものに限る。

・ コピーで提出する場合（コピー提出可）は「無効」表示のないもので、

明確に判読できるものに限る。

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響で税の徴収猶予をうけている場合

は、その旨を証明する納税の猶予許可通知書又は、納税証明書を提出す

ること。

◆ 所得税・消費税の納税証明書

・ 個人の場合は、税務署発行の代表者の「申告所得税と消費税及び地方消

費税」について未納の税額がないことを証明する、納税証明書を提出す

ること。

・ 非課税の場合は、非課税証明書を提出すること。

・ 証明書は、申請書提出時の３ヵ月以内に発行されたものに限る。

・ コピーで提出する場合（コピー提出可）は「無効」表示のないもので、

明確に判読できるものに限る。

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響で税の徴収猶予をうけている場合

は、その旨を証明する納税の猶予許可通知書又は、納税証明書を提出す

ること。

◆ 都道府県税の未納の税額がないことを証明する証明書

・ 法人の場合は、本社（本店）で協定書締結する場合は本社（本店）のも

のを、支店等で締結する場合はその所在地のものを、都道府県が課税す

る税について未納の税額がないことを証明する証明書を提出すること。

なお、未納の税額がないことを証明する証明書がない場合は、法人事業

税及び法人都道府県税の納付した直前１年間の納税証明書を提出する

こと。

・ 個人事業者の場合は、代表者の都道府県が課税する税について未納の税

額がないことを証明する証明書を提出すること。なお、未納の税額がな

いことを証明する証明書がない場合は、個人事業税の納付した直前１年
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間の納税証明書を提出すること。

・ 証明書は、申請書提出時の３ヵ月以内に発行されたものに限る。

・ コピーで提出する場合（コピー提出可）は「無効」表示のないもので、

明確に判読できるものに限る。

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響で税の徴収猶予をうけている場合

は、その旨を証明する徴収猶予許可通知書を提出すること。

◆ 法人市民税の未納の税額がないことを証明する証明書

・ 法人の場合は、本社（本店）で協定書締結する場合は本社（本店）のも

のを、支店等で締結する場合はその所在地のものを、市町村が課税する

税について未納の税額がないことを証明する証明書を提出すること。な

お、未納の税額がないことを証明する証明書がない場合は、直前１年間

の納税証明書を提出すること。

・ 非課税の場合は、非課税証明書を提出すること。

・ 証明書は、申請書提出時の３ヵ月以内に発行されたものに限る。

・ コピーで提出する場合（コピー提出可）は「無効」表示のないもので、

明確に判読できるものに限る。

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響で税の徴収猶予をうけている場合

は、その旨を証明する徴収猶予許可通知書を提出すること。

◆ 市町村民税の未納がないことを証明する証明書

・ 市町村が課税する税（都道府県民税を含む）について未納の税額がない

ことを証明する証明書を提出すること。なお、未納の税額がないことを

証明する証明書がない場合は、直前１年間の納税証明書を提出すること。

・ 非課税の場合は、非課税証明書を提出すること。

・ 証明書は、申請書提出時の３ヵ月以内に発行されたものに限る。

・ コピーで提出する場合（コピー提出可）は「無効」表示のないもので、

明確に判読できるものに限る。

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響で税の徴収猶予をうけている場合

は、その旨を証明する徴収猶予許可通知書を提出すること。

◆ 固定資産税の納税証明書

※固定資産税は、土地、家屋、償却資産が対象。

・ 法人の場合は、本社（本店）で協定書締結する場合は本社（本店）のも

のを、支店等で締結する場合はその所在地のものを、納付した直前１年

間の納税証明書を提出すること。

・ 個人の場合は、納付した代表者の直前１年間の納税証明書を提出するこ
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と。

・ 納税義務のない場合は、納税証明書の提出は不要。

・ 証明書は、申請書提出時の３ヵ月以内に発行されたものに限る。

・ コピーで提出する場合（コピー提出可）は「無効」表示のないもので、

明確に判読できるものに限る。

・ 新型コロナウイルス感染症等の影響で税の徴収猶予をうけている場合

は、その旨を証明する徴収猶予許可通知書を提出すること。


